
                                              

 

   ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理事業に伴い、区域内（谷津 1 丁目、6 丁目、7 丁目の各一部）における 

住居表示を変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．実施の背景 

  

現在、ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理事業が進められており、当該区域は、将来的には、約７，０００人規

模の街が形成され、かつ、市街化調整区域の農地等であった土地の利用形態から、都市基盤整備により良好な住

環境等が整備されるところです。 

住居表示に関しましては、昭和５２年２月１日から「谷津」として既に住居表示を実施している区域でありま

すが、 

①当該地域は、ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理事業により、「街」「丁目」の形状が変わります。 

②既に戸建住宅や共同住宅の建設も進んでおり、平成２５年には、大規模な入居が予定されています。 

 

このことにより、郵便物等の正確な配達、緊急車両の到着時間短縮など、区域内をわかりやすい街にするため、

住居表示の変更をいたします。 

２．実施内容 

 

【実施時期】平成２５年２月１日施行 

  【実施区域】（別図参照） 

    ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理事業区域 

（谷津１丁目、６丁目、７丁目の各一部） 

 【区域変更】 

区域の変更（区割り）につきましては、今後、住民等への説明を実施し、住居表示審議会を経て 

決めていきます。 

  【事務手続】 

    ・住民等への説明  ・住居表示審議会  ・議会への議案上程 

３．今後の主な日程 

   

・H23.11  住居表示審議会（第１回） 

・H23.11  議会へ報告（１２月議会重要事項説明（報告）） 

・H23.12～H24.2  町会・住民等への説明 

・H24.3   住居表示審議会（第２回） 

・H24.3   議会へ報告（３月議会重要事項説明（報告）） 

・H24.6   議案上程（６月議会） 

・H24.7～H25.1  住居表示変更事務作業 

・平成２５年２月１日施行 

 

―参考― 

 

○入居予定戸数（【 】は累計）※概算 

 区画整理計画戸数 約２８００戸 

 計画人口     約７０００人 

 

 ①平成２３年６月末  約１００戸【１００戸】（入居率約４％） 

 ②平成２４年３月末  約２００戸【３００戸】（入居率約１１％） 

 ③平成２５年６月末  約７００戸【１０００戸】（入居率約３６％） 

 

―参考― 

 

○住居表示制度とは 

  ①町の大きさを整え、境界線をわかりやすくすること。  

  ②地番ではなく、建物に対して一定の基準で番号をつけること。 

住居表示制度は、住所をわかりやすく探しやすいものにし、郵便物等の誤配

等が生じないよう、市民生活の利便性を向上させることです。 

この住居表示制度は、住居表示に関する法律をはじめ、関係規則及び基準等

によって、手続や技術的な基準が国から示されている全国的な制度です。 

 

○住居表示 

  例  習志野市  谷津６丁目   ４番    １号 

     （市名）   （町名） （街区符号） （住居番号） 

 

○議会の議決事項 

  ①町名の区域の変更は議会の議決が必要 

   （地方自治法第 260条 第１項） 

  ②街区符号及び住居番号の変更は市長が告示及び関係人に通知 

（習志野市住居表示に関する条例第 2条 第 3条） 

習志野市 総務部 総務課 

統計・住居表示係  

ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理事業に伴う住居表示の変更について 

H23.11 


